
1．　は　じ　め　に

　近年の少子高齢化の進展や，人口の都市部へ
の集中等から，農村部においても農業従事者の
減少と耕作放棄地の拡大によって集落の存続が
危ぶまれる，といった社会的課題が顕在化して
いる。
　これらの課題は，就労環境やライフスタイル
の変化から質的にも多様化しており，社会的課
題の解決を担うのは誰なのか，という問題が問
われている。900兆円を越える債務となった国
をはじめとする行政がすべてを解決することは
困難な状態であり，それならば市場が解決すべ
き，といった二者択一的な発想では社会的課題
の克服は難しい。
　1990年代から英国を中心に欧米各国で，社会
的企業（Social Enterprise）や社会的起業家
（Social Entrepreneur），ソーシャルビジネス
（Social Business）等と呼ばれる地域の社会的
課題をビジネスとして事業性を確保しながら自
ら解決しようとする活動が注目され，国をはじ
めとする行政との連携も図られている。
　日本でも2000年代に入ると，欧米でのソー
シャルビジネスの活動に触発された市民らに
よって社会的課題への新たな取組みが始まり，
2007年 9 月から経済産業省がソーシャルビジネ
ス研究会を開催し，ソーシャルビジネスが社会
的課題を解決し地域社会や経済の活性化を担う
役割と，成長への課題及び支援策について検討

されている。
　本稿では，社会的企業による農業・農村にお
ける社会的課題への取組みに関する既往研究を
サーベイする。そして，非営利組織を視座とし
た社会的課題への取組みの研究と，営利組織を
視座とした研究とに分類・整理した上で，農
業・農村における社会的企業の概念を明らかに
する。

2．　社会的企業の定義

2．1　EMES（社会的企業研究ネットワーク）

　1990年代から多くの先進諸国において，伝統
的な民間営利セクターにも公的セクターにも属
さない社会経済的な起業組織が，さまざまな法
人格によって活動しており，これをサードセク
ター（The Third Sector）と呼ぶ。サードセク
ターの領域と役割を明らかにし，その中でも主
要な駆動力となっている社会的企業を分析する
ために，EU 加盟15ヵ国の研究者が EMES（L 

҅Émergence des Enterprises Sociales en 

Europe：社会的企業研究ネットワーク）を立
ち上げ，1996年から1999年まで研究が行われた。
　その研究報告として Defourny［2004］は，
国ごとに法的な枠組みが異なっていることを前
提とした上で，社会的企業を経済的な側面と，
起業組織の社会的側面から定義している。経済
的な側面は次の 4つである。
①財・サービスの生産・供給の継続的活動

　社会的企業は，伝統的な非営利組織のように
政策提言等のアドボカシー活動や助成財団等の
金融再配分活動は行わないが，財やサービスの
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生産・供給を継続的に行う。
②高度の自立性

　社会的企業は人々の集団が自発的に創設し，
自ら統制するものであり，行政や民間企業等に
管理されることはない。
③経済的リスクの高さ

　社会的企業は公共機関とは違い，財政的存立
はメンバーや労働者の努力次第であり，経済的
なリスクを負っている。
④最少量の有償労働

　伝統的な非営利組織と同様に，社会的企業も
貨幣的資源と非貨幣的資源，すなわち有償労働
者とボランティアの結合が行われるが，社会的
企業の活動には最少量の有償労働者が必要とな
る。
　また，起業組織の社会的側面は次の 5つとさ
れる。
①コミュニティへの貢献という明確な目的

　社会的企業の主要な目的の 1つは，コミュニ
ティや特定の集団に対して奉仕することを自ら
望んで発揮しようとすることである。
②市民グループが設立する組織

　社会的企業は，コミュニティや一定の目的を
共有する集団に帰属する人々の共同の活力に
よって生み出されるものであり，これを維持し
ていかなければならない。
③資本所有に基づかない意思決定

　意思決定が 1人 1票制のように，株式会社方
式の資本持株数の多寡によるのではないものと
する。
④活動によって影響を受ける人々による参加

　社会的企業の重要な特徴として，顧客の代表
権と参加，ステークホルダー志向，民主的な管
理方式があげられる。経済活動を進めながら地
域レベルでの民主主義の促進が目的の 1つであ
る。
⑤利潤分配の制限

　全面的な利潤非分配の組織から，利潤分配を

制限することで利潤極大化行動を抑制する組織
までが含まれる。

2．2　ソーシャルビジネス研究会

　谷本［2006］1）は，先述したようなさまざま
な社会的課題に対してボランティアではなくビ
ジネスとして解決へ取組む事業体を「ソーシャ
ル・エンタープライズ（Social Enterprise）」（社
会的企業）とし，事業体において社会的な課題
とニーズをつかみ，新しいビジネススタイルを
提案・実行する社会変革の担い手を「ソーシャ
ル・アントレプレナー（Social Entrepreneur）」
（社会的企業家）と位置づける。そして，社会
的企業が社会的商品・サービスを開発したり，
提供するための新しい仕組みの創出を「ソー
シャル・イノベーション（Social Innovation）」
と定義している。
　谷本が座長を務めた前述のソーシャルビジネ
ス研究会2）では，以下の 3つの要件を満たす主
体をソーシャルビジネスとして定義している。
その担い手としては，図 1に示す株式会社や，
中間組織，NPO 法人が想定される。また，図
1と図 3の社会性及び事業性については，下記
のような意図で用いられている。
①社会性：社会的課題への取組みが事業活動
のミッションであること。このミッション
が，地域社会やステイクホルダーから支持
されることによって存在意義が高まり，事
業として成立する。
②事業性：上記のミッションを市場社会にお
けるビジネスの形にあらわして継続的に事
業活動を進めていくこと。この時，ステイ
クホルダーに対してアカウンタビリティを
伴った経営活動を行う必要がある。
③革新性：新しい社会的商品・サービスや，
それを提供するための仕組みを開発した
り，活用したりすること。

　ところで，ソーシャルビジネスと同じような
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意味合いで用いられるものとして「コミュニ
ティビジネス」がある。
　コミュニティビジネスについて細内［2011］3）

は，「地域コミュニティを起点として，地域住
民が主体となって地域の問題に取り組み，コ
ミュニティの労働力，原材料，ノウハウ，技術
などの地域資源を生かして，ビジネスとして成
立させていくコミュニティの元気づくりを目的

にした事業活動」として捉えている。図 2に示
すとおり，地域コミュニティを活動領域として，
地域の課題に地域の資源を活用することでビジ
ネスとして成立させるものである。
　谷本［2006］は，ソーシャルビジネスの社会
的課題の範囲については，地球環境問題といっ
た世界レベルの課題からローカルでマイナーな
課題までが含まれるとしている。

出所：経済産業省［2008］
図 1　ソーシャルビジネスの担い手

出所：細内［2011］
図 2　コミュニティビジネスの事業化フロー
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　同様にソーシャルビジネス研究会は，図 3の
とおり，コミュニティビジネスの定義は，ソー
シャルビジネスの①社会性，②事業性，③革新
性の 3つの要件を満たしており，コミュニティ
ビジネスの活動領域には一定の地理的範囲が存
在するが，ソーシャルビジネスにはその制約が
ないことから，コミュニティビジネスはソー
シャルビジネスに包摂されるものと指摘する。
　本稿では，EMES 及びソーシャルビジネス
研究会の定義を踏まえて，「さまざまな社会的
課題の解決をミッションとして，革新性をもっ
てビジネスの形で継続的に事業活動を進める事
業体」を社会的企業と定義する。以下ソーシャ
ルビジネスやソーシャル・エンタープライズ等
の事業体に対しては「社会的企業」を用いるこ
ととする。加えて，コミュニティビジネスは社
会的企業に包摂される概念と位置づける。

2．3　社会的企業の形態

　谷本［2006］は社会的企業の事業形態につい
て，日本，米国，欧州諸国のそれぞれが市場社
会の構造や市民と政府との関係性，歴史の違い
によって異なっていると指摘する。それらの基
本形態を非営利組織と営利組織とに二分し，表

1 に示すように非営利組織形態として事業型
NPO 法人4）や社会福祉法人等を挙げている。
そして，営利と非営利の中間領域としては，中
間法人や協同組合等が該当する。
　営利形態としては，株式会社，有限会社等の
会社組織として運営されるものを「社会指向型
企業」5）と呼び，それらは社会的企業の定義によ
ると，革新性を持った企業であることからベン
チャービジネスにも該当すると指摘する。ま
た，ベンチャービジネス以外の既存の一般企業
が社会的課題に取組む活動もこれに該当すると
して，CSR6）によって日常の経営活動のプロセ
スに組み込まれていくと述べる。
　本研究の対象となる集落法人の事業形態は，
株式会社と農事組合法人が大半を占めている。
先述したように株式会社は営利組織形態に含ま

出所：経済産業省［2008］
図 3　コミュニティビジネスとソーシャルビジネスの関係

表 1　社会的企業の形態

非営利組織形態 NPO 法人，社会福祉法人

中間法人，協同組合
営利組織形態

株式会社
有限会社

社会指向型企業

企業の社会的事業
（CSR）

出所：谷本［2006］を参照に筆者作成
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れるが，農事組合法人は農業協同組合法に基づ
いて設立された法人であり，協同組合の 1つで
あることから，表 1では中間領域に該当する。
　次節では，農業・農村における社会的企業に
関する既往研究を非営利的視点によるものと営
利的視点によるものとに分類してサーベイを進
める。

3．　農業・農村における非営利組織に関す
る既往研究

3．1　NPO 法人

　既往研究では，非営利組織である NPO 法人
が農村地域の活性化に与える影響についての研
究がなされている。
　今田［2004］7）は，NPO 法人は「市民がおこ
なう自由な社会貢献活動のための組織」である
ことから，農業そのものは NPO 法人には相応
しいとは言えないものの，棚田の保全や都市と
農村の交流，村おこし等の農業・農村を取り巻
く諸問題に対する活動は機能していると，複数
の事例を紹介している。しかし，これらの NPO

法人は全戸加入方式を採用しており，NPO 法
の趣旨は同じ志を持つ人たちが自由意志で法人
を設立するものであって，全戸加入は NPO 法
人には馴染まないとしている。また，NPO 法
の制度上，他法人への出資や社員への配当がで
きない等ビジネス上のインセンティブが弱いこ
とから，社会的企業として運営することは向か
ないとも指摘している。すなわち，NPO 法人
の非営利的な制度によって，社会的企業をビジ
ネスとして行うための高いモチベーションを持
つことが難しいと結論づけている。
　多田［2010］8）は，「地域における農林水産業
と消費者・地域資源との結びつきを深め」，新
しい社会的企業の創出を図ることを理念とし
て，福井県農林水産部の技術者 OB が中心と
なって出資・設立した NPO 法人の梨の木オー
ナー体験事業や体験学習・教育支援等の運営支

援事例から，支援組織としての社会的企業の課
題と展望を整理している。
　秋山［2009］9）は，日本の農業・農村分野で
は営利事業の領域は狭く限定されており，非営
利領域が 9割以上を占めると指摘する。農村政
策において非営利組織が位置づけられているの
と同様に，経営支援政策での非営利事業のビジ
ネス・モデルの構築が不可欠であるとし，鹿沼
市農業公社を事例として市町村農業公社を中心
に，農業系の社会的企業等非営利事業・組織の
実態を分析している。そして，農業・農村にお
ける非営利や公益事業に関する研究の蓄積が乏
しいことから，今後強化することが課題である
と提唱している。

3．2　地域クラスター

　ここでは，農村，地方自治体，その他ステー
クホルダーとのコミュニティクラスターによる
推進に関する研究をサーベイする。
　黒木［2006］10）は，農業集落において副業に
裏付けられた地域性の高い伝統技術等の人間関
係や地域の文化に埋め込まれ，共通の指標化や
数値化がされにくく互換性に乏しい知識をロー
カル暗黙知と定義する。そして，耕地や山林等
の土地資源やローカル暗黙知のシーズを活用し
た都市農村交流等による農業集落再生の活動を
社会的企業として捉えている。中山間地域の農
業集落ではある程度のシーズは存在するものの
経営資源が十分ではないことから，農業集落，
大学，自治体を構成メンバーとした「コミュニ
ティ・ビジネスクラスター」による推進を提唱
している。ローカル暗黙知の有効性を科学的に
解明しそれを地域内構成メンバーの共有財産に
して社会的企業を提案することが，大学が社会
的企業クラスターの一員として果たす役割であ
るとし，広島県立大学生物資源学部の演習科目
を事例として分析している。
　細内［2011］11）は，社会的企業に含まれるコ
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ミュニティビジネスを，地域コミュニティを起
点として，地域住民が主体となって地域の問題
に取り組み，コミュニティの労働力，原材料，
ノウハウ，技術等の地域資源を生かして，ビジ
ネスとして成立させていくコミュニティの元気
づくりを目的にした事業活動として捉えてい
る。彼はまた，日本の農村社会ではミクロ政策
は存在してもマクロ政策がなかったと指摘し，
コミュニティビジネスの推進には，その両方が
必要であると提唱している。地域の遊休資源や
生活文化の活用，女性・高齢者の活用等の「ヒ
ト・モノ・チエの活用」がミクロ政策であり，
これに加えて都市部に対する環境保全税の導入
や，コミュニティビジネスに対する税の減免措
置・補助金の交付等の「新たな政策誘導」であ
るマクロ政策の両輪によってコミュニティビジ
ネスの存続が成立すると述べている。また，農
村社会には地縁コミュニティとしての農村住民
の基礎集団と集落，里山，森林，温泉等の地域
資源があり，スポーツや医療・介護，文化・芸
術，自然等に関心が高い都市部の住民で好縁コ
ミュニティとしての機能集団が結成され，これ
らがうまく癒合することで新たな仕組みができ
た状態を「テーマコミュニティの森」と呼び地
域の活性化が可能になると提唱する。
　NPO 法人等非営利組織による農村地域の活
性化に関する研究からは，農業そのものではな
く支援機関としての位置づけで研究がなされて
いることが判明した。また，地域クラスターに
関する研究からも，さまざまなステークホル
ダーが有機的に融合することで，地域の活性化
に結びつけるための研究がなされていることが
判明した。

4．　農業・農村における中間組織に関する
既往研究

　ここでは，農業協同組合（以下「JA」と言う）
に代表される中間組織に関する既往研究をサー

ベイする。
　これまで JA 経営に関する研究は多く行われ
てきたが，JA を社会的企業と位置づけたものと
しては，人口減少と高齢化によって存続が困難
となっている農村部の地域コミュニティの活性
化への JAの役割についての研究がなされている。
　桜井［2006］12）は，日本の JA に対する批判
が高まる中で，少子・高齢化が進む農村地域に
おいて住民も参加する形で農村の再生を図る全
国の JA の事例を基に，これからの JA の存在
意義について検討している。その中で，JA に
求められることは，組合員とその家族，非組合
員も含めた地域住民の課題を把握することであ
ると指摘する。想定される課題として地産地消
のネットワークによる安全な食品供給体制の確
立や，地権者の高齢化による農地の保全管理が
考えられる。これには営農・生活両面における
目的別につくられた少人数の組合員による助け
合い組織等，自主的な活動で運営するコミュニ
ティコープ機能と，事務局が信用・共済・購買・
販売等を行う事業コープ機能の複合体を目指す
べきであると提言する。そして，昨今の JA 合
併による支店の統廃合に対して，組合員が主体
的な活動を行うには小地域での活動が重要であ
ると指摘している。
　2006年の第24回 JA 全国大会で，「安心して
暮らせる豊かな地域社会の実現と地域への貢献」
が重点項目の 1 つとして決議された。石田
［2008］13）は，JA が，①相互扶助型の自助組織
として組合員のくらしを守り高める役割，②共
同作業型の他助組織として社会的な問題の解決
と生活の質の向上を図る役割，の 2つの地域協
同活動を担う根拠について考察している。日本
の農業・農村における人口の減少・高齢化，森
林の荒廃，耕作放棄地の拡大等の社会的，経済
的な疲弊に置かれながら，都市市民の間で農山
村の価値が見直され都市農村交流等が展開され
る外部要因と，広域合併や支店統廃合によって
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組合員の JA 離れが進む内部要因から，その必
要性を主張する。そして，JA 再生の糸口とし
て具体的な実践のための手法を検討している。
JA の地域協同活動が，森林の保全と農地の活
用を通して地域の経済的・社会的価値を高めよ
うとする「農村版社会的企業」に相当するもの
であるとし，JAは共同作業型他助組織の活動・
事業を支援する「中間支援組織」として機能す
ることが重要であると指摘する。そして，「中
間支援組織」として，「社会的な目的と経済的
な目的の統合」ないしは「社会統合機能の発揮」
が最重要課題であると結論づけている。
　同様に大友［2011］14）は，JA の運営を社会
的企業として捉え，日本の農業分野における社
会的企業の事例を基に，JA が組合員のみなら
ず準組合員及び市民をステイクホルダーとして
位置づけることで JA のミッションを広く伝え，
ミッションに賛同してくれる市民を増やしてい
くことの重要性を指摘している。
　一方で池上［2008］15）は，金融ビッグバンや
事業改革によって合併し広域農協が主流となっ
た JAが，地域づくりや生活支援分野から後退し
ている点を指摘する。農村における地域づくり
を行う NPO や市民団体等の「非営利セクター」
は非力であり，国際協同組合同盟（International 

Co-operative Alliance）が1995年に採択した原
則の第 7 原則で「コミュニティへの関与」を
謳っているように，JA が社会的企業の側面を
強化することを提唱している。仮に直接関与で
きない場合も「非営利セクター」にインキュ
ベーターとして協力することによる効果を示唆
している。
　楠本［2011］16）は，農村地域の社会的資本と
して組織された JA が，不採算を理由に広域大
合併を繰り返すことによって地域から撤退して
いる現状を指摘する。それに代わって集落営農
が社会的資本として経営する社会的企業である
とし，JA が社会的に必要とされる組織になる

ためには社会的資本に生まれ変わることであ
り，その具体策として「集落営農ネットワーク
の連携の事務局，集落法人の連合会」機能を担
うことを提言している。
　北川［2012］17）は集落営農を個人の利益のみ
を契機としたものではなく，集落構成員の協力
による共同性と，集落の農地を守ることによっ
て地域のくらしや秩序を維持する公益性を含ん
だものであると位置づける。一方で，国や地方
自治体の農業政策へ対応するために集落営農を
展開する傾向が強まっており，それらの関係者
は政策による交付金獲得が主目的となっている
ことを指摘する。集落総ぐるみでの集落営農で
はなく，担い手農家と土地持ち非農家の分化が
進み，無関心層の増加を危惧している。これに
対する解決策として，JA や生協等の既存協同
組合が，公益的な活動にとりくむ集落営農と連
携することで，「地域の共同性」「経済性」「公
益性」を追求する仕組みの構築を提言している。
　以上のように，JA を社会的企業として位置づ
けた研究がこれまでなされてきている。第24回
JA 全国大会で JA の役割として，①相互扶助
型の自助組織として組合員のくらしを守り高め
る役割，②共同作業型の他助組織として社会的
な問題の解決と生活の質の向上を図る役割，の
2 つが決議された。そこで，表 2 に示すよう
に，JA の 2つの役割のうち，社会的企業として

表 2  社会的企業として JA に求める役割による研究
者の分類

社会的企業としての 
JA に求める役割 研究者

相互扶助型の自助組織として組合
員のくらしを守り高める役割

桜井［2006］，
池上［2008］

共同作業型の他助組織として，社
会的な問題の解決と生活の質の向
上を図る役割

石田［2008］，
池上［2008］，
大友［2011］，
楠本［2011］，
北川［2012］

出所：筆者作成
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の JA に求める機能として重視する役割によっ
て研究者を分類した。その結果，表現方法は異
なるものの石田［2008］が提唱する「中間支援
組織」としての役割を JA に求める研究成果が
多いことが明らかとなった。

5．　農業・農村における営利組織に関する
既往研究

5．1　企業的経営

　本節では，農業・農村における営利組織につ
いての既往研究をサーベイする。
　大江［2008］18）は，東京都練馬区の市街化区
域内の生産緑地での農業体験農園の経営を社会
的企業として捉え，都市の緑を守るために農業
体験農園を経営することで農地を存続させる可
能性について検討している。都市部の地方自治
体が農地所有者から農地を借りて開設する市民
農園より利用料金を高く設定しながらも，経営
者が減農薬，減化学肥料を基本とした栽培指導
を行い，収穫祭等のイベントを企画・運営する
ことで，市民が農作業の体験や地域との関わり
を深めることに満足し契約を更新している。経
営者も当該農地で野菜を栽培するよりも高い売
上高で原価率も低いことから，東京都内で同様
の農園が増加傾向にあるが，相続問題から東京
都の市街化区域内の農地面積は減少しており，
都市農地の存続について課題が残されている。
　秋津［2008］19）は，農村で暮らす人にとっ
て，農業と比較的小規模な仕事を組み合わせる
兼業形態が普通な状態であるとし，建設業や製
造業等の地方の就業先がやせ細る中で，新たな
就業先としてスモールビジネスに着目している。
秋津は農村におけるスモールビジネスの定義と
して，地域資源を有効に活用し大きなリスクを
抱えずに創業が可能で，補助金等を活用しない
自立的かつ持続性のあるビジネスであり，月に
10数万円以上の所得があるものとしている。事
例として，農村女性が中心となった農産加工や

炭づくり，工芸品等の地域資源を利用するもの
に加えて，高齢者向けのデイサービスや送迎
サービス等の福祉関連のビジネスを挙げてい
る。秋津が唱えるスモールビジネスは「個的な
暮らし」に焦点をあて多就業的なライフスタイ
ルを支えるものであり，社会貢献や地域政策と
いった志の高い目標ではないとするが，一方で
将来的にはこれらの可能性も踏まえた「間口が
広くて敷居の低い概念」であると提言している。
　村山［2009］20）は，農村地域における社会的
企業の 2つの事例から，社会的目的と経営の自
立，地域経済循環を視座として検討している。
「地域経済循環の核となる可能性とその地域波
及効果」を明らかにしている。また，農村社会
的企業の形態の多様性から，類型化やビジネス
としての成立条件・課題，地域政策としての課
題等の検討が必要であると論じている。
　岩崎［2004］21）は，第59回全国農業コンクー
ル名誉賞を受賞した，三重県多気町ですべての
食材を地域の農産物でまかない売上の 6割を地
域に還元する農村レストランを事例として，社
会的企業としての成功要因と生活改良普及員等
支援者の役割を検討している。
　坂本［2010］22）は高齢者及び障害者，中高年
を対象とした雇用創出型の社会的企業として，
徳島県上勝町の彩産業や岡山県のライスパーク
等の事例を基に，我が国における社会的企業の
今後の可能性について検討している。
　柏［2009］23）は，英国の農村社会的企業に対
する環境食料農村省の支援策を，住民出資の事
業体による財・サービスの供給や，社会的企業
が中心となって地域のフードシステムを再編し
た事例等を用いて紹介している。また，450人
の中規模家族経営者の出資によって設立された
機械共同利用組合の経営多角化による組織再編
を考察している。組合員である中規模階層が，
今後 5年から10年で①国際競争力を持つために
大規模・専門化する集団と，②離農・兼業化を
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含めた有機農業等の多様な形態へと分化してい
くことを予測し，その両方を支援している事例
を新たな社会的企業の姿として紹介している。
考察の結果，環境食料農村省は農村社会的企業
が「環境・経済・社会の三者一体的な向上をコ
ミュニティを巻き込みながら行っている」こと
に着目し，国とのパートナーシップを構築させ
る中での支援を進めているとし，EU 共同の「ア
ジェンダ2000共通農業政策改革」との関連の中
で農村社会的企業をどう位置づけていくかを課
題として提示している。
　日本では，農地法改正に代表される相次ぐ規
制緩和によって農外からの農業参入は容易に
なったが，秋山［2007］24）は農業参入への障壁
は営利事業が経営的に成立し得ない経済環境に
あると指摘する。そして「非営利事業・組織」
の重要性を英国の社会的企業が経営するシティ
ファームの事例と，パススルー税制25）の導入
によって農業事業の赤字決算を構成員の所得税
へ課税することで節税対策が可能になる米国の
LLC（Limited Liability Company）等の事例を
基に考察している。その結果，日本の農業・農
村分野における社会的企業の展開は未成熟であ
り，「所有と経営の一致」を原則とした日本版
LLC・LLP（Limited Liability Partnership）等
の企業形態の活用による展開を望んでいる。
　以上が企業的経営に関する研究である。第 1
章でのサーベイでも整理したように，1990年代
以降は農業・農村における社会的企業の育成に
ついて企業経営の視点での研究が行われてい
る。特に農産加工や農業体験農園，農村レスト
ラン等，農業の多角化によって地域活性化を支
援する組織の経営を，企業的経営の視点での研
究がなされていることが明らかとなった。ま
た，欧米との比較による農業・農村の社会的企
業に関する研究も進められている。

5．2　女性起業

　先述した秋津［2008］のスモールビジネス
は，農村での生活は個的な暮らしに焦点をあて
た多就業的なライフスタイルであり，その担い
手に含まれるものとして女性に焦点をあててい
た。
　ここでは，戦後の農村女性の地位向上と農村
の民主化を目的とした農村施策である生活改善
運動等によって女性達が農村の中で働いて来た
経緯から，女性起業について整理した研究を
サーベイする。
　岩崎［2004］は，農村女性による起業の法人
化の事例から，女性起業の特性としてメンバー
一人ひとりが対等に地域づくりに参画する方向
性を持ち，組織原理もピラミッド型のタテ構造
ではなく，ネットワーク型のヨコ構造を形成し
ていることを明らかにし，農村女性個人が出資
者として経営に参画するために必要となる家庭
内の環境について検討している。
　西山［2009］26）は農村女性の起業のとりくみ
の変遷を整理し，食の安全・安心意識の高まり
等の背景から，今後の女性起業の社会的企業と
しての展開について考察している。戦後の生活
改善運動や農家の自給運動において女性起業の
基礎が農村に蓄積されてきたと分析する。1990
年代に入って女性の起業活動への支援の必要性
を提言する政策が出されたことから，女性の経
済的，社会的な自立を目的とした女性起業が展
開し，2000年前後の食をめぐる問題から食の安
全安心意識が高まり，地産地消運動も登場し
た。女性起業も女性の経済的自立から，地域が
持続的に発展する「地域の自立」へと意識が変
化しており，社会的な問題を解決することを第
一目的とした社会的企業型への展開を推測して
いる。
　以上の既往研究からは，農村での女性による
地域活性化のための企業活動が，タテ構造から
ネットワーク型のヨコ構造へと変遷しつつ，女
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性の経済的な自立への意識が働いており，従来
の男性中心の組織とは異なる経営の展開につい
て考察が進められていることが判明した。

5．3　集落営農

　集落営農は，株式会社または農事組合法人等
として法人化した組織と，法人化していない組
織が存在するが，農林水産省27）はこれらを一
体として捉えている。また，既往研究の対象も
さまざまであるが，農業の担い手として捉えた
研究が多いことから本節においてサーベイを行
うものである。
　原田［2008］28）は農業・農村ビジネスを「経
済的効果を追求する企業ビジネス型」と「地域
社会の問題解決をめざす社会的企業型」に分類
し，多角的事業展開の方向性について検討して
いる。京都府内の集落型法人の多角化状況を分
析し，多様化する地域ニーズに対応する社会貢
献度が高い社会的企業であると指摘する。
　山本［2010］29）は，集落営農を社会的企業と
して位置づけ，設立後 3年以上の広島県内の集
落法人を対象にアンケート調査を行い，持続的
成長のための競争優位の源泉について考察して
いる。集落法人の 3期分の営業利益の平均値を
基準として，営業利益が増加した法人と減少し
た法人に分類し検討した結果，営業利益が増加
した法人ほど，社会的企業として存続するため
に，面積拡大や積極的な女性の活用等，営業利
益獲得に向けた積極的な経営姿勢を持つことが
明らかとなった。また，山本［2011］30）は，こ
の調査の成果及び課題を踏まえて，広島県内の
全集落法人を対象とした悉皆調査を実施し，法
人設立後の役員の意識に関する考察を行ってい
る。
　梅本［2010］31）は制度・施策の動向によって
展開してきた日本の水田農業を整理し，規模拡
大と省力化を経て大型複合経営や多角経営へ展
開していると指摘する。近年はこれに，減農

薬・減化学肥料などの環境保全的な対応を重要
視し農地の管理主体として，あるいは農産物
（食物）の供給主体としての社会的責任感が生
まれつつあるとしている。
　梅本は水田を基盤とする社会的企業として，
集落営農組織を主体とした農業者が地域内の住
民や地権者などのステークホルダー（利害関係
者）との合意形成をはかりつつ，加工業者や流
通販売者等と有機的に連携しながら，水田を最
大限合理的に利用して水稲，麦類，大豆，野菜
類などの農産物の生産性や品質を高めるととも
に，それら作物に対して単なる原料生産にとど
まるのではなく，商品としての生産販売事業を
展開するなかで地域の活性化をめざす取組みで
あると提起する。
　そして梅本は，今後の水田農業の方向性を，
①個別経営による多角化，②個別経営の大規模
化，③稲麦大豆等を基幹とする大規模地域営農
組織，④集落を基礎とする社会的企業の 4方向
に位置づけている。先述した水田を基盤とする
社会的企業の定義にあるように，麦や大豆など
を原料生産から商品生産までを一貫して取組む
ことが水田農業の再生・発展に繋がり，農地に
代表される農村環境の保全などの社会的な目的
を達成することが可能になるとしている。その
ためには，集落営農組織が社会的企業の主体と
してふさわしいと指摘している。
　楠本［2011］は，集落営農を NPO や地域通
貨等の新しい協同システムとして捉え，社会的
資本として経営する社会的企業であると指摘す
る。
　小池［2012］32）は集落営農法人も含まれる集
落営農に対して「地域農業活性化の担い手とし
て期待される」存在であるとしている。そし
て，集落営農の発展方向として新たな組織化に
よる水平的な発展と， 5点の垂直的な発展を提
言している。第 1に「ぐるみ組織（全員参加型
集落営農）として，さらなるマネジメントの高
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度化，生産力の発展，収益力の強化」を図るこ
とで経営体として確立し，法人化することを挙
げている。第 2に「集落連合，旧村単位の地域
営農組織，集落営農等」との重層組織を形成す
ることで規模の経済を追求することである。第
3に新規就農者の発掘や多様な担い手の確保・
育成といったインキュベーター機能を発揮させ
ることである。第 4に集落の縛りを徐々に取り
外していくことで事業体としての活動の自由度
を高めることである。第 5に複合化，多角化，
社会的企業等の新規事業への進出である。農林
水産省の『集落営農実態調査報告書』のデータ
を基に，消費者等への直接販売が定着しつつあ
るが，社会的企業への取組みにはまだ至ってい
ないとしている。小池は社会的企業の定義は
行っていないものの，集落営農の垂直的な発展
の方向性の一つとして社会的企業を挙げている
と推測される。
　北川［2012］33）は集落営農を個人の利益のみ
を契機としたものではなく，集落構成員の協力
による共同性と，集落の農地を守ることによっ
て地域のくらしや秩序を維持する公益性を含ん
だものであると位置づける。集落営農が公益的
活動に取組む事例が増えてきた背景として，行
政合併によって住民と行政との距離感が発生す
る中で，行政合併に対する危機感や自分たちの
居住する地域を見つめなおそうとする小地域で
の自立的な取組みと集落営農が結びついていっ
たと指摘する。京都府の集落型農業法人の事例
から，「農地・農業維持型」「生活防衛・むらづ
くり型」「特産開発・農商工連携型」の 3 通り
に分類される目的で設立された集落型農業法人
の事業活動は，どれも展開プロセスの中で事業
の多角化等の経営展開を図り「地域公益性」を
追求しながら総合的な対応を行っていることに
特性があると指摘する。そして，集落営農が
「社会的協同経営体」として存在するためには，
地域の大部分の住民に認知され，①共同的側

面，②経営的側面，③地域公益的側面を育んで
いくことが必要と論じる。一方で，国や自治体
の農業政策へ対応するために集落営農を展開す
る傾向が強まっており，それらの関係者は政策
による交付金獲得が主目的となっていることを
指摘する。集落総ぐるみでの集落営農ではな
く，担い手農家と土地持ち非農家の分化が進
み，無関心層の増加を危惧している。これに対
する解決策として，農協や生協等の既存協同組
合が，公益的な活動にとりくむ集落営農と連携
することで，「地域の共同性」，「経済性」，「公
益性」を追求する仕組みの構築を提言している。
　以上の集落営農に関するサーベイからは，農
業そのものを行う担い手としての社会的企業と
して捉えて研究が進められていることが判明し
た。また，梅本に代表される今後の水田農業の
担い手の一つとして集落営農を捉える研究と，
楠本や北川に代表される農村活性化の主体とし
て集落営農を中心とした枠組みに関する研究と
に分類されることも明らかとなった。

6．　発見事実と課題

　本稿では，非営利的視座によるものと営利的
視座によるものとに分類して，農業・農村にお
ける社会的企業の研究に関するサーベイを行っ
てきた。
　その結果，非営利組織としての NPO 法人と
地域クラスターに関する研究では，事業として
農業そのものを担うのではなく，農村地域の活
性化の支援機関としての社会的企業としての研
究がなされていた。
　非営利組織と営利組織の中間組織では JA を
社会的企業として位置づけた研究が多くなされ
ていた。また，JA が広域大合併によって農村
地域周縁部から撤退している現状を踏まえて， 
JA の役割を①相互扶助型の自助組織として組
合員のくらしを守り高める役割，②共同作業型
の他助組織として社会的な問題の解決と生活の
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質の向上を図る役割，の 2つに分類したときに，
後者の役割を求める研究成果が多いことが明ら
かとなった。そして，前者の役割を持つ担い手
として集落営農を掲げ，これと JA との連携に
関する研究もなされていた。
　営利的視座による研究は，企業的経営や女性
起業家，集落営農と様々なアプローチによる研
究がなされていた。企業的経営においては，社
会的企業の先進国である欧米における農業の研
究も進められている。また，集落営農は地域農
業活性化の農業の担い手として社会的企業であ
ると指摘する研究も多かった。
　これらのレビュー成果を踏まえて，本稿では
農業・農村における社会的企業の形態を表 3で
示す。中間法人として JA が入り，集落営農法
人は，株式会社と農業協同組合法による農事組
合法人の 2通りの法人格が選択できるので，両
方に入ることとなる。
　社会的企業として農業を担う組織としての集
落営農に関する研究が多く行われているが，営
利組織形態の視座と非営利組織の視座とで異な
る指摘となる場合が少なくない。社会性と事業
性を両立させるという社会的企業の定義から，
経営の存続は重要な課題である。農業・農村に
おける社会的企業の研究を進めていきたい。

注

1） 谷本［2006］P. 2

表 3　農業・農村における社会的企業の形態

非営利組織形態 NPO 法人，社会福祉法人

中間法人，農業協同組合，
集落営農法人（農事組合法人）営利組織形態

株式会社
有限会社

社会指向型企業，
集落営農法人（株式
会社）

企業の社会的事業
（CSR）

出所：谷本［2006］を参照に筆者作成

2） 経済産業省［2008］P. 3–4
3） 細内［2011］P. 5
4） 谷本は NPO を次の 3 つに分類している。①慈
善型 NPO：寄付やボランティアをベースにチャ
リティとして社会的な課題に取り組む。②監視・
批判型（アドボカシー型）NPO：企業や政府・国
際機関等の活動を監視・批判するアドボカシー活
動として社会的課題に関わる。③事業型 NPO：
ビジネスとして有料・有償で情報分析，コンサル
ティング等の社会的サービスの提供を行う。谷本
［2006］P. 7–15
5） 谷本は socially-oriented company，mission-

based company，socially responsible business 等
が社会指向型企業に該当するとしている。
6） 企業における CSR 活動は次の 3 つに次元化さ
れる。①経営活動のあり方：法令遵守やリスク管
理等の受け身的なレベルから，企業価値を創造す
るために経営活動のプロセスに社会的公正性・倫
理性や環境対策等を組み込む。②社会的事業への
取り組み：社会的商品・サービス等の開発による
新しい社会的課題への取り組み。③社会貢献活
動：金銭的寄付や施設・人材の活用による非金銭
的支援等のコミュニティへの戦略的な支援活動。
谷本［2006］P. 13–15
7） 今田［2004］P. 53–56
8） 多田［2010］P. 50–53
9） 秋山［2010］P. 18–24
10） 黒木［2006］P. 112–127
11） 細内［2011］P. 5–8
12） 桜井［2006］P. 37–38
13） 石田［2008］P. 41–50
14） 大友［2011］P. 24–29
15） 池上［2008］P. 37–41
16） 楠本［2011］P. 278–282
17） 北川［2012］P. 14–23
18） 大江［2008］P. 43–49
19） 秋津［2008］P. 5–14
20） 村山［2009］P. 174–176
21） 岩崎［2004］P. 39–47
22） 坂本［2010］P. 147–153
23） 柏［2009］P. 35–40
24） 秋山［2007］P. 6–10
25） 法人そのものに対しては課税せず，その出資者
に対して当該法人の損益分を課税する制度。

26） 西山［2009］P. 37–46
27） 農林水産省は集落営農の定義を「集落」を単位
として農業生産過程における一部又は全部につい
ての共同化・統一化に関する合意の下に実施され
る組織としており，法人化したものも含まれる。
農林水産省［2012］P. 1

28） 原田［2008］P. 63–69
29） 山本［2010］P. 37–42
30） 山本［2011］P. 33–42
31） 梅本［2010］P. 153–179
32） 小池［2012］P. 5–13
33） 北川［2012］P. 14–23
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